
川崎市共済告示第１号 

  

 川崎市職員共済組合定款（昭和３７年１２月１日共済告示第４号）の一

部を変更したのでここに告示する。 

 

   令和８年３月３１日 

 

川崎市職員共済組合 

理事長 加藤 順一 

 

第３４条の２第１項の表を次のように改める。 

 

 第３４条の３中「介護納付金の納付に係るもの」を「介護納付金及び子

ども・子育て支援納付金に係るもの」に、「１，０００分の１０４．０」

を「１，０００分の９６．０」に、「額とする」を「額とし、子ども・子

育て支援納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を

基礎として定款で定める額は、同項に規程する標準報酬の月額に１，００

０分の２．３０を乗じて得た額とする」に改める。 

 第３５条の２中「令和７年度」を「令和８年度」に、「２，３９５円を



２，７９０円」に改める。 

 

附 則（令和８年３月３１日共済告示第１号） 

１ この変更は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第３４条の２第１項及び第３４条の３の規定は、令和８年４

月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年

３月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従

前の例による。 


